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平成２１年第８回函館市教育委員会定例会 会議録 

 

１ 日  時 平成２１年８月１７日（月） 午後１時 

２ 場  所 南北海道教育センター 

３ 出席委員 橋田委員長，河村委員，小葉松委員，星野委員，多賀谷委員 

４ 事 務 局 川越生涯学習部長，見澤学校教育部長，小林生涯学習部次長， 

岡﨑生涯学習部次長，對馬管理課長 

５ 傍 聴 者 なし 

６ 付議事項  

日程第１  議案第１号  平成２２年度使用中学校用教科用図書採択に関し，議決を求める

ことについて 

日程第２  議案第２号  平成２２年度使用小学校用教科用図書採択に関し，議決を求める

ことについて 

日程第３  議案第３号  平成２２年度使用学校教育法附則第９条に規定する教科用図書採

択に関し，議決を求めることについて 

日程第４  議案第４号  博物館協議会委員の解任に関し，議決を求めることについて 

      議案第５号  博物館協議会委員の任命に関し，議決を求めることについて 

      議案第６号  函館市亀田福祉センター運営委員会委員の解任に関し，議決を求

めることについて 

      議案第７号  函館市亀田福祉センター運営委員会委員の委嘱に関し，議決を求

めることについて 

      議案第８号  函館市学校教育審議会委員の委嘱に関し，議決を求めることにつ

いて 

      議案第９号  函館市奨学資金運営委員会委員の委嘱に関し，議決を求めること

について 

      議案第10号  函館市入学準備金貸付審査委員会委員の委嘱に関し，議決を求め

ることについて 

日程第５  議案第11号  平成２１年度函館市奨学生の追加選定に関し，議決を求めること

について 

日程第６  議案第12号  恵山教育事務所の敷地の変更（用途廃止）に関し，議決を求める

ことについて 

日程第７  報告事項  ・教職員の懲戒処分内申の結果について 

            ・箱館奉行所の運営概要等について 

日程第８  市立小・中学校教員との懇談会 

■橋田委員長 

○ 開会宣言  午後１時 

○ 議事録署名人に，河村委員，小葉松委員を選任 

○ 本日の議案のうち，日程第１，議案第１号「平成２２年度使用中学校用教科用図書採択に関

し，議決を求めることについて」から日程第３，議案第３号「平成２２年度使用学校教育法附則

第９条に規定する教科用図書採択に関し，議決を求めることについて」まで，ならびに日程第
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７，報告事項の１点目「教職員の懲戒処分内申の結果について」および報告事項の２点目，「箱

館奉行所の運営概要等について」を秘密会とし，先議したが，如何か。 

○ 異議がないので，秘密会とさせていただく。 

○ 日程第１，議案第１号「平成２２年度使用中学校用教科用図書採択に関し，議決を求めること

について」を諮る。 

 

  （秘密会につき，会議録省略） 

 

■橋田委員長 

○ 平成２２年度使用中学校用教科用図書のうち，社会科・歴史的分野については，教育出版の教

科書を採択する。 

○ 平成２２年度使用中学校用教科用図書のうち，社会科・歴史的分野以外の教科書については，

現行どおりの採択とする。 

○ 日程第２，議案第２号「平成２２年度使用小学校用教科用図書採択に関し，議決を求めること

について」を諮る。 

 

  （秘密会につき，会議録省略） 

 

■橋田委員長 

○ 平成２２年度使用小学校用教科用図書については，現行どおり採択する。 

○ 日程第３，議案第３号「平成２２年度使用学校教育法附則第９条に規定する教科用図書採択に

関し，議決を求めることについて」を諮る。 

 

  （秘密会につき，会議録省略） 

 

○ 議案第３号については，別添「採択参考資料」に記載されている全ての一般図書を採択する。 

○ 日程第７，報告事項の１点目「教職員の懲戒処分内申の結果について」を学校教育部長から報

告を求める。 

 

  （秘密会につき，会議録省略） 

 

■橋田委員長 

○ 報告事項の２点目「箱館奉行所の運営概要等について」を生涯学習部長から報告を求める。 

 

  （秘密会につき，会議録省略） 

 

■橋田委員長 

○ 日程第４，議案第４号「博物館協議会委員の解任に関し，議決を求めることについて」から議

案第７号「函館市亀田福祉センター運営委員会委員の委嘱に関し，議決を求めることについて」

までを一括諮る。 

 

■生涯学習部長 

○ 議案第４号から議案第７号までの４件について，順次説明する。 

○ 議案第４号「博物館協議会委員の解任に関し，議決を求めることについて」は，推薦団体から

の申し出により，現委員，三喜仁美氏を平成２１年８月１７日をもって解任しようとするもので

ある。 
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○ 議案第５号「博物館協議会 委員の任命に関し，議決を求めることについて」は，解任委員の後

任として，風間美智子氏を平成２１年８月１７日から前任者の残任期間である平成２２年２月21

日まで任命しようとするものである。なお，参考として次ページに委員の名簿を添付している。 

○ 議案第６号「函館市亀田福祉センター運営委員会委員の解任に関し，議決を求めることについ

て」は，推薦団体からの申し出により，現委員，英千栄氏を平成２１年８月１７日をもって解任

しようとするものである。 

○ 議案第７号「函館市亀田福祉センター運営委員会委員の委嘱に関し，議決を求めることについ

て」は，解任委員の後任として，板東成美氏を平成２１年８月１７日から前任者の残任期間であ

る平成２２年３月３１日まで委嘱しようとするものである。なお，参考として次ページに委員の

名簿を添付している。 

 

■橋田委員長 

○ 議案第４号から議案第７号までは，原案のとおり可決する。 

○ 議案第８号「函館市学校教育審議会委員の委嘱に関し，議決を求めることについて」から議案

第１０号「函館市入学準備金貸付審査委員会委員の委嘱について，議決を求めることについて」

までを一括諮る。 

 

■学校教育部長 

○ 議案第８号から議案第１０号までの３件について，順次説明する。 

○ 議案第８号「函館市学校教育審議会委員の委嘱に関し，議決を求めることについて」は，委員

の任期満了に伴い，伊藤正則氏ほか２４名を，平成２１年９月１日から平成２３年８月３１日ま

で委嘱しようとするものである。 

○ 議案第９号「函館市奨学資金運営委員会委員の委嘱に関し，議決を求めることについて」は，

委員の任期満了に伴い，松谷博子氏ほか９名を，平成２１年９月１日から，平成２３年８月３１

日まで委嘱しようとするものである。 

○ 議案第１０号「函館市入学準備金貸付審査委員会委員の委嘱に関し，議決を求めることについ

て」は，委員の任期満了に伴い，金谷彊氏ほか９名を，平成２１年９月１日から平成２３年８月

３１日まで委嘱しようとするものである。 

 

■橋田委員長 

○ 議案第８号から議案第１０号は，原案のとおり可決する。 

○ 日程第５，議案第１１号「平成２１年度函館市奨学生の追加選定に関し，議決を求めることに

ついて」を諮る。 

 

■学校教育部長 

○ 議案第１１号「平成２１年度函館市奨学生の追加選定に関し，議決を求めることについて」を

説明する。 

○ 「平成２１年度函館市奨学金新規貸付候補者一覧」をご覧いただきたい。 

○ 今年度，奨学生に選定された者のうち，国公立高校１名に辞退の申し出があったことから，函

館市奨学金貸与条例施行規則第５条第２項の規定に基づき，追加選考対象者である，私立高校第

３６位の者を追加選定しようとするものである。 

○ 追加選考対象者については，基本的に学校種別ごとに選定するが，国公立高校の３名は学業成

績がＥランクのため除外することとなり，補充者がいないこと，また，国公立大学，私立大学，

高等専門学校，さらに専修学校専門課程と高等課程でも，全員が選定されていて補充者がいない

ことから，私立高校から選定しようとするものである。 
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■橋田委員長 

○ 議案第１１号は，原案のとおり可決する。 

○ 日程第６，議案第１２号「旧恵山教育事務所の敷地の変更に関し，議決を求めることについ

て」を諮る。 

 

■生涯学習部長 

○ 議案第１２号「恵山教育事務所の敷地の変更（用途廃止）に関し，議決を求めることについ

て」を説明する。 

○ 本議案は，平成１６年の市町村合併前まで執務室として使用され，現在は書庫として活用して

いる恵山教育事務所の建物の敷地について，行政財産としての用途を廃止し，所管を恵山支所に

引き継ごうとするものである。 

○ 現在，恵山教育事務所の敷地は，所在地「日ノ浜町」，地番「１４８番２４」のうち，500.74

㎡であるが，今回は，恵山教育事務所の解体にあたり，全面積の500.74㎡を恵山支所に引き継ご

うとするものであり，所管替えによる教育事務への特段の支障はないものと判断している。 

○ また，引継後は，建物を解体した上，財務部にて土地を売却する予定であると伺っている。 

 

■橋田委員長 

○ 議案第１２号は，原案のとおり可決する。 

○ 日程第８に入る前に，その他で，何かあるか。 

 

■学校教育部長 

○ 今年度の函館市中学生海外派遣事業について報告する。 

○ この事業は，次代を担う子どもたちに広い視野と国際感覚を備えてもらうことを目的として，

平成１２年度から実施しており，これまで多くの中学生を市の姉妹都市交流・友好都市に派遣し

てきた。 

○ 今年度は，９月にユジノサハリンスク市へ１３名，１１月にレイク・マコーリー市へ１４名の

中学生の派遣を当初予定していたが，函館－ユジノサハリンスク間の国際定期航空路の運休およ

び新型インフルエンザの流行，特にオーストラリアにおける感染拡大の理由等から，派遣先を見

直すこととし，結果的に今年度はロシアのウラジオストク市，１市へ派遣することとした。 

○ 派遣団は，各中学校から推薦いただいた生徒２１名と引率５名の合計２６名で編成し，日程は

１０月１８日から２５日までの７泊８日を予定している。今後，出発に向けての説明会・準備会

などを開催する。 

 

■市立小・中学校教員との懇談会 

○２班に分かれ，市立小・中学校教員との懇談を行う。参加教員２３名。 

 

■終了宣言 

○ 午後３時４４分 

 

 

議事録署名人  河 村 祥 史 

〃     小葉松 洋 子 

 

調製者庶務係  山 本 茂 義 




